
497　　災害及び事故

第10衷　　　労　　　働　　　災　　　害
本章は労働基準茫施行規則綬式夷26号の1及びその労僚1着死傷者朝告書によった昭弔】3（輝申に
かんする数字である。このうち業野外の負覇及びもモ病也びこ業務上の疾病中、時節、卓絶中書等
発生期日のず］らか‾eない職業粕突貞泰、またこま食中中　及びび　性伝伝　病は含まれていたい0
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（注）　資料　大阪労傲基準局。
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4鍋　　射　　線

肘録1 市　町　村　廃　置　分　合　史

昭和30年4月1日以前については脇和29年版「大阪府統計年輩」に掲載してある○

年　　　月　　　日 市　　部　　名 町　　　村　　　名 処　分　の　形　態

昭　和　二刀．4．1
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31．　9．　3：）

31．　9．　3二）

31．　9．　こ氾

31．　9．　3〕

31．　9．：犯

31．　9．　3〕

31．　9．　3：）

31．　9．　こ氾

31．　9．　3：1

31．　9．　こ氾

31．　9．　3二1

31．　9．：1沿

泉　北　部　　　　　泉　ケ　丘　町　　　　　合併、昇格（町制施行）
泉北郡久世村、東陶器村、西陶語村及び上神谷村を陪＿し、その区域をもって泉北郡泉ケ丘町を設

置する巣　南　郡　　　岬　　町　　　合併、珊（町制施行）
泉南部族梅村、潔日町、孝子村及び多奈川町を跨し、その区鏡をもって泉南郡岬町を設置する0

北　河　内　郡　　　　　交　野　町　　　　　合併、昇格（町制施行）
北河内郡交野町及び星田村を陪し、その区域をもって北河内郡交野町を設置する0

南　河　内　郡　　　　　高　鷲　町　　　　　井　　拓く町制施行）

翻丙㌘警を町孟する0　　　　　　　　編　入
三島郡福井札石河札見山村及び清潔村を琵し・その区域を茨木市に編入する。

高　槻　市　　　　　　　　　　　　　　　　編　　入
三島郡三箇牧村を陪し、その区域を高槻市に編入する。

八　尾　市　　　　　　　　　　　　　　　　　編　　入
中河内都南高安町、高等村及び馴l村を話し・その区域を八尾市に編入する。

大　阪　市　　　　　　　　　　　　　　　　編　　入
中河内郡長吉村、瓜破村、矢田村、加美村、巽町及び北河内郡黄田町を廃し・その区域を大阪市

に短大量る。能　都　　　東能勢村　　　編　入
茨木市の大字高山を悔し、その区域を豊能郡東能勢村に編入する〇

三島部盤田村㌘し祐その区域を吹田市に編入する。　　編　入

北醐雷潟町完詩宗・その区豹讐市に碧入す爵0　　　昇　格（町制施行）

南醐契粛巳禁を町島する0　　　　　　　　　合併、昇格（市醜行）
北河内郡南郷村、住道町及び四条町を廃し、その区域をもって大東布を設置する。

和　泉　市　　　　　　　　　　　　　　　　合併、昇格（市制施行）
泉北郡和泉町、北池田札北松尾札南弛田村、南横山村、挨山村及び南松尾村を諸し・その区

雛も孟て領有を苦計る0　　　　　　　　編　入
三島郡扇田町を跨し、その区域を高槻市に編入する。

三　島　郡　　　　　三　島　町　　　　　合併、昇格（町制施行）
三島郡昧舌町、味生村及び鳥銅材を托し、その区域をもって三島郡三島町を設匿する。

豊　能　郡　　　　　能　勢　町　　　　　合併、昇格（町制施行）
葦他部歌昏札田尻村及び西絶勢村を詫し、その区城をもって豊能郡能紗町を設置する0

豊　能　郡　　　　　　東　能　勢　村　　　　　　合　　併
豊能郡舌川村及び東能勢村を托し、その区域をもって豊能郡東能勢村を設臣する0

泉　南　郡　　　　　泉　南　町　　　　　合併、昇格（町制施行）
長南郡新家村、信連町、西信連村、曝滝札縛井町及び齢連打を騙し、その区域をもって泉南

郡泉南翼を設鷺する詠　　　南　海　町　　　合併、梱（町制施行）
泉南郡尾崎町、西島取材及び下荘村を汚し、その区域をもって泉南郡南海町を設置する。

南　河　内　都　　　　　南　大　阪　町　　　　　合併、昇格（町制施行）
南河内郡古市町、駒ケ谷村、西浦村、丹比村、埴生村及び高鷲町を托し・その区域をもって南河
内郡南大阪町を設置する。

南　河　内　郡　　　　　莞　凍　町　　　　　合併、昇格（町制施行）
南河内郡平尾札黒山村及び丹南村を托し、その区域をもって南河内郡実直町を設置する0

南　河　内　郡　　　　　河　南　町　　　　　合併、昇格（町制施行）
南河内郡石川札自木村、河内村及び中村を托し、その区域をもって南河内郡河南町を設置する。

南　河　内　郡　　　　　太　子　町　　　　　合併、昇格（町制施行）
南河内都岡長村及び山田村を廃し、その区域をもって南河内郡太子町を設置するゥ

南　河　内　郡　　　　　　千早赤阪村　　　　　合　　併
南河円郡赤阪村及び千早村を降し、その区域をもって南河内郡千早赤阪村を設置する0

中　河　内　郡　　　　　拍　原　町　　　　・合‾　併
南河内郡国分町及び中河内郡柏原町を陪し、その区域をもって中河内郵相原町を設置する。

北河醐大和田村、四宮村及び二島枇臥、そ。区恥北河内部門雲町に編失する。
北　河　内　郡　　　　　　　門　　真　　町

泉　北　郡　　　　　　福　泉　町　　　　　　編　　入
泉北郡雲水多村を詩し、その区域を泉北郡福泉町に編入する。

（往）　資料　大阪府総務部統計森。
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